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１ 立地適正化計画における届出制度の概要 



 

 

 

２ 手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

届出書類の提出（着手 30 日前まで） 

届出先：都市環境部都市計画課 

開発・建築等行為の手続き 

着手 

開発・建築等行為の計画 

届け出の必要性の確認 

必要に応じて勧告・助言 

届
出
不
要 

届
出
必
要 



 

 

３ 誘導区域 

居住誘導・都市機能誘導区域図 



 

 

 

４ 誘導施設 

表 誘導施設一覧

表 誘導施設定義 



 

 

５ 居住誘導区域に関する届け出について 

（１） 届出対象となる行為 

♦ ♦

 

 

（２） 届出期日 

  



 

 

 

（３） 提出書類 ※事前周知時から、届出内容の変更に関する届出時の添付書類を変更しています。 

（４） 提出部数 

 

 

（５） その他留意事項 

 



 

 

６ 都市機能誘導区域に関する届け出について 

（１） 届出対象となる行為 

♦  

 

 

 

 

 

♦  

表 届出要不要一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立地適正化計画区域（習志野市域） 

 

居住誘導区域 

【広域・地域拠点】都市機能誘導区域 

【生活拠点】都市機能誘導区域 

 

 誘導施設に「病院」が 

位置づけられている 

届出 

不要 

届出 

必要 

誘導施設に「病院」が 

位置づけられていない 
 
届出 

必要 

届 出 必 要 



 

 

 

（２） 届出期日 

（３） 提出書類 ※事前周知時から、届出内容の変更に関する届出時の添付書類を変更しています。 

 

（４） 提出部数 

（５） その他留意事項 

  



 

 

７ 誘導施設の休止・廃止に関する届け出について 

（１） 届出対象となる行為 

♦  

 

 

 

 

 

♦  

表 届出要不要一覧表 

（２） 届出期日 

立地適正化計画区域（習志野市域） 

 

居住誘導区域 

【広域・地域拠点】都市機能誘導区域 

【生活拠点】都市機能誘導区域 

 

 誘導施設に「病院」が 

位置づけられている 

届出 

必要 

届出 

不要 

誘導施設に「病院」が 

位置づけられていない 
 
届出 

不要 

届 出 不 要 



 

 

 

（３） 提出書類 

 

（４） 提出部数 

 

（５） その他留意事項 

  



 

 

８ 届出書類の記載例 

 

 

 

 

 

  

【住宅等の開発行為による届出書の記入例（様式第十）】 

 



 

 

 

  



 

 

  

【住宅等の建築等行為による届出書の記入例（様式第十一）】



 

 

 

  



 

 

  

【住宅等の各行為の変更による届出書の記入例（様式第十二）】



 

 

 

 

  



 

 

  

【誘導施設を含む開発行為による届出書の記入例（様式第十八）】



 

 

 

  



 

 

  

【誘導施設を含む建築等行為による届出書の記入例（様式第十九）】



 

 

 



 

 

【誘導施設の各行為の変更による届出書の記入例（様式第二十）】



 

 

 

  



 

 

 

 

 
【誘導施設の休廃止届出書の記入例（様式第二十一）】



 

 

 

 

 



 

 

９ よくある質問 

(1) 届出対象となる区域について 

 

(2) 届出対象となる行為などについて 

 

  



 

 

 

 

(3) 届出対象となる施設について 

 

(4) 届出書類について 

 



 

 

 

(5) 届出期日について 

 

(6) その他全般について 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問い合わせ先   習志野市 都市環境部 都市計画課 

〒２７５－８６０１  習志野市鷺沼２－１－１（市庁舎４階） 

電話 ０４７－４５３－９２２７ 

URL  https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/gyomu/keikaku/ 

toshikankyou/toshikeikaku/toshikeikaku/rittitekiseikakeikaku.html 

 


